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はじめに（実施計画策定の背景・目的） 

国全体で急速な高齢化及び単身世帯の増加等により、家庭や地域のつながりが希

薄化し、以前に比べ社会的孤立の問題が増加しており、今ある社会資源を有効活用

し、地域全体で支え合う体制の必要性が高まっています。特に以下の３点において

課題とされています。 

① 支援ニーズの複雑化・複合化 

 急速な高齢化やデジタル化の進展、また社会構造及び経済情勢の変化により、従

来の高齢、障がい、子ども、生活困窮といった既存の分野ごとにおける縦割りの支

援体制では対応が困難な、複数の課題を同時に抱える世帯や個人が増加傾向にあり

ます。 

② 「制度のはざま」の人への対応 

例えば、経済的困窮世帯ではない２０～３０代のひきこもりの人といった、公的

支援制度の受給要件を満たさないため、必要な支援を受けられず置き去りにされて

しまう「制度のはざま」の人が増加傾向にあります。早い段階でアウトリーチし、

支援を行わないと社会復帰が困難になるおそれがあります（将来の８０５０、９０

６０問題）。 

③ 地域福祉の担い手、支援者不足 

これまで定年後の６０歳以上や専業主婦（主夫）の方々は、地域福祉の担い手とし

てさまざまな関わり方をしていただいていましたが、生産年齢人口の減少が主要因

となって定年延長や夫婦共働きなどにより、地域での活動時間が減少しています。

また、福祉サービスのニーズの高まりにより福祉専門職をはじめとする支援者の不

足も指摘されています。 

 

 こうした背景を受け、地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正す

る法律（令和２年法律第５２号）により改正された社会福祉法（昭和２６年法律第４

５号。以下「法」とする。）において創設された重層的支援体制整備事業が、市町村

の努力義務となりました。本事業の実施により、相談者の属性や分野を問わない「包

括的相談支援事業」、社会とのつながりを回復・構築する「参加支援事業」、そして

多様な主体による「地域づくり事業」の３つを一体的に提供する包括的な支援体制

を構築することが求められています（次ページ図１）。 

  

広陵町では、行政を含め、地域や支援機関等が一体となっ

た福祉のまちづくりを推進すべく、令和６（2024）年度及び

令和７（2025）年度に本事業の移行準備事業を実施し、職員

の理解・把握とともに意識醸成を行い、関係機関への説明や

周知を行いました。令和８（2026）年度から本事業を本格実

施し、福祉のまちづくりを進めていきます。 
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法的根拠  

包括的な支援体制の整備 法第１０６条の３ 

重層的支援体制整備事業 法第１０６条の４第２項 

  

図１ 重層的支援体制整備事業のイメージ図（出典：厚生労働省） 
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第１章 重層的支援体制整備事業について 

１ 計画の位置づけ 

 法第１０６条の５の規定に基づき、重層的支援体制整備事業を適切かつ効果的に

実施するため、事業体制に関する事項等を定めた「広陵町重層的支援体制整備事業

実施計画」を策定します。 

 本計画は、個別の福祉計画の上位計画である「広陵町地域福祉計画」の基本理念

「共に支え合い、未来につながるまち 広陵」に基づき、各個別計画（図２参照）

との連携・整合を図りながら、包括的支援体制の構築を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

福
祉
分
野
の
施
策
連
携 

 
 

第５次広陵町総合計画 

広陵町 

社会福祉協議会 

be Happy ～未来につながるまち 広陵～ 

広陵町地域福祉計画 自殺対策計画 

広陵町自治基本条例 

相互連携 地
域
福
祉
活
動
計
画 

関連分野との施策連携 

地域防災計画等その他関連分野の諸計画 

障がい者計画 
 

障がい福祉計画及び障がい児福祉計画 
 

介護保険事業計画及び高齢者福祉計画 
 

健康増進計画 
 

こども計画 
 

重層的支援体制整備事業実施計画 

図２ 広陵町地域福祉計画、地域福祉活動計画及び広陵町重層的支援体制整備事業実施計画の 

位置付け（出典：第２期広陵町地域福祉計画） 
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２ 計画の期間 

 本計画の期間は、令和８（2026）年度から令和１０（2028）年度までとします。

以降は「広陵町地域福祉計画」に包含します（図３参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 計画の実施体制 

 広陵町では、今ある社会資源を活用しつつ、行政内及び事業所や相談支援機関と

の横断的連携を進めます（図４）。 

重層的支援体制整備事業では、特に生活困窮者及びはざまの人といった福祉サー

ビスにすぐにつながらない方をどのように支援できるか、生活歴や周辺環境から社

会的孤立につながっていないかをしっかりアセスメントすることで、断らない相談

体制を推進します。なお、本事業を有機的に連携するため、「支援会議」及び「重

層的支援会議」に分けて、ケースに応じてそれぞれの会議体で課題解決に向け話し

合っていきます（表１参照） 

202４年度 202５年度 202６年度 202７年度 202８年度 202９年度 20３０年度 20３１年度～ 

令和６年度 ７年度 ８年度 ９年度 １０年度 １１年度 １２年度
１３年度

～

重層的支援体制整備事業実施計画 

（第１期） 

第２期広陵町地域福祉計画 第３期広陵町地域福祉計画 

第２期以降、広陵町地域福祉計画 

に包含 

図４ 広陵町における包括的相談支援体制及び多機関協働体制の位置付け（令和８年４月時点） 

図３ 地域福祉計画と重層的支援体制整備事業実施計画の期間概念 

移行準備期間 
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会議名 支援会議 重層的支援会議 

主催者 社会福祉課（全体調整）・社会福祉協議会（会議開催・運営） 

扱う事案 複雑化・複合化し、解きほぐ

しが必要な事案 

支援会議を経て、既存の支援関

係機関間では対応できない事案 

会議の役割 ・気になる事案の情報提供、

情報共有 

・日常生活、社会生活を営む

ための理解 

・緊急性がある事案への対応 

・支援プランの適切性の協議 

・支援プラン終結時の評価 

・地域資源の充足状況の把握と

開発に向けた検討 

個人情報の 

共有に関する 

本人同意 

なし（構成員に守秘義務を課

す） 

あり 

法的根拠 法第１０６条の６ なし（法第１０６条の４第２項

に基づく会議） 

構成員 庁内関係部署職員、支援に関する関係機関（事業所、社会福祉法

人等）、県等公的機関 

開催頻度 随時開催 定例：年２回開催 

ケース発生時：随時開催 

表１ 広陵町における支援会議及び重層的支援会議の位置づけ 
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第２章 重層的支援体制整備事業の実施内容 

重層的支援体制整備事業には、大別して以下のとおり「包括的相談支援事業」

「参加支援事業」「地域づくり事業」の３つの事業があります。 

Ⅰ 包括的相談支援事業（福祉なんでも相談窓口） 

※各分野単独で解決できる相談は、これまでどおり各分野が窓口となります。 

 相談者の属性、世代、相談内容にかかわらず包括的に相談を受け止め、相談者の

課題を整理し、利用可能な福祉サービスや適切な相談窓口を紹介するなど、相談者

に寄り添った情報提供を行います。複雑化・複合化して単独の部署で解決できない

場合は、課題の解きほぐしや関係機関間の役割分担を協議し、各支援機関が円滑な

連携のもとで支援できるように横断的連携となる多機関協働体制により、課題解決

を図っていきます。 

・例１：生活困窮相談の２０代の若者から話を聞くと、背景には同居する祖父母の介護により高校

卒業後アルバイト以外の仕事に就けずにいた。母親は数年前に離婚し、非正規ながら世帯の収入

をほぼ一人で支えていた。 

・例２：８０代の母親から介護の施設入所についての相談を聞くと、３０年以上ひきこもっている

息子がいることが判明し、今後の息子の生活支援を誰がするのか分からなくなっていた。 

 

Ⅱ 参加支援事業 

 各分野で行われている地域や社会への参加支援に向けた事業に対して、本人やそ

の世帯における個別ニーズに対応できるよう地域や社会とのつながりづくりに向け

た支援を行います。また、新たな社会資源を創造できるよう関係団体や事業所等に

働きかけたり、既存の社会資源の拡充を図ったりして、それぞれの個別ニーズに合

った支援メニューを検討していきます。 

・例１：こども食堂の運営ボランティアとしてひきこもり状態である若者に参加してもらうよう支

援し、社会とのつながりを持つことで当人の自己肯定感の向上を図る。 

・例２：障がい者支援事業所や団体が、地域のお祭りに出店（出展）し、障がい者の認知及び地域

社会への参画を図る。 

図５ 重層的支援体制整備事業の概念図（出典：厚生労働省） 
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Ⅲ 地域づくり事業 

各分野において実施されている既存の地域づくりに関する事業の取り組みを生か

しつつ、世代や属性を超えて交流できる場や居場所の整備を行うとともに、地域に

おける資源開発、ネットワーク・プラットフォーム構築、人材マッチング・事業マ

ッチング等、地域における多様な主体による取り組みのコーディネートを行いま

す。 

・例１：介護予防リーダー養成講座（ＫＥＥＰ）に大学生が参加し、少し強度の高い介護予防体操

を行う人材を養成し、介護予防の観点だけでなく、健康維持の取り組みを含めた講座を実施す

る。 

・例２：就学前児童及びその保護者のふれあいの場である、なかよし広場に子育てに特化したＮＰ

Ｏ法人に必要に応じて相談に応じてもらい、子育ての悩みを聞き取り、関係機関に情報共有す

る。 

 

Ⅳ－１ 全体 継続的な伴走支援 

相談を受け付けてから、相談者に寄り添うべく、本人及びその世帯の状態を把握

し、支援方針等の検討を行うため、必要な情報をアセスメントするとともに、支援

プランにより支援の見通しがつき、終結するまで多機関協働体制が包括的に一貫し

た伴走支援を行います。なお、ここでの終結は、支援関係機関の役割分担について

相談者及び支援者双方の合意形成ができた時点とします。 

 

Ⅳ－２ 全体 多機関協働事業 

すべての事業において、課題や解決策が複合化、複雑化していると判断したとき

には、本人が個人情報の共有に同意した場合に、多機関協働体制における各事業所

や相談支援機関などと連携し、支援策の検討を連携して実施します。 

 

Ⅳ－３ 全体 目標設定 

 本計画に基づく事業を行い、以下の数値目標を設定します。なお、本目標は、第

２期広陵町地域福祉計画に準じます。 

１．「サロンに参加する人を増やす」（参加支援事業） 

→アンケート調査で回答者のうち「上記活動に参加したことがある人の割合」 

現状値（令和５年度） 目標値（令和１０年度） 資料 

４．７％ １０．０％ 住民アンケート調査結果 

 

２．「地域活動・ボランティア活動に参加する人を増やす」（地域づくり事業） 

→アンケート調査で回答者のうち「上記活動に参加している人の割合」 

現状値（令和５年度） 目標値（令和１０年度） 資料 

１７．８％ ２５．０％ 住民アンケート調査結果 
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第３章 実施計画の検証・評価のポイント 

本事業の実施に当たっては、広陵町地域福祉計画同様、ＰＤＣＡサイクル（図６

参照）による進行管理を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＰＤＣＡサイクルを進める際には、附属機関である広陵町地域福祉計画策定委員

会、本事業の他機関協働体制である支援会議または重層的支援会議、庁内関係職員

で構成された広陵町まるごとサポート隊、パブリックコメント時の住民の皆さまな

ど、庁内外の意見を伺いながら、広陵町におけるより良い包括的な支援体制を構築

に努めます。 

Ｐｌａｎ（計画） 

現在の実状を踏まえ、実施

計画を策定 

Ｄｏ（実行） 

計画に基づき、重層に関す

る各種事業の実施 

Ｃｈｅｃｋ（評価） 

各種事業の実績に基づき、

評価・検証 

Ａｃｔ（改善） 

評価・検証に基づき事業を

改善 

図６ ＰＤＣＡサイクルによる計画の進行管理 


